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大阪高裁  控 訴 理由書 
   
門真市共産党議員団による名誉毀損への賠償請求事件 

事件番号 平成２８年（ネ）第１０６８号    損害賠償等請求事件  

 

 控訴人（第１審原告）  戸田 久和 

被控訴人（第１審被告）  福田英彦 

             亀井 淳 

             井上まり子 

             豊北裕子 

  

 

 

 

                      ２０１６（平成２８）年５月２４日(火) 

大阪高等裁判所第１２民事部 御中 

          控 訴 人          戸田 久和（とだ ひさよし） 

 

 2016（平成 28）年３月２４日付けで行なった控訴の理由を述べるため、控訴人は本書面を

提出するものである。 

 ※本来の提出期限 5/13(金)から大幅に遅れてしまった事を裁判所や被控訴人らに陳謝する。 
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